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令和５年度伊予市自動運転実証調査業務委託仕様書 

 

１ 実証調査の背景・目的 

本調査では、急速な人口減少及び高齢化の進行、地域間移動を目的とする交通サ

ービスの縮小、地域コミュニティの衰退など山積する地域課題の解決に向け、自動運

転技術を活用した移動サービスの導入にかかる経営面・技術面・社会的受容性など、

社会実装に向けた課題整理等を行うことを目的とする。 

 

２ 業務の内容 

⑴ 自動運転による移動サービスの事業性及び技術課題に関する調査 

地理的特性や生活環境、居住者特性などを踏まえたモビリティ上の課題及び自

動運転技術の実用化に向けた基礎的事項を整理する。また、基礎的事項の整理を

もとに、自動運転を活用したビジネスモデルを検討のうえ、事業化の課題や技術課

題の整理を行う。 

 

① 調査対象とする運行パターン 

本調査において検討対象とする運行パターンは、昨年度、経済産業省の補助金

を活用し、本市双海町上灘地区で実施された「地域新MaaS創出推進事業」の

運行ルート案を基に選定すること。 

 

② 自動運転を活用した移動サービスのビジネスモデル調査及び検討と事業性 

及び技術面等の課題分析と整理 

上記①にて選定した運行パターンにおいて、自動運転を活用した交通サービス

の需要予測を行い、そのニーズに合ったビジネスモデルを検討し、解決すべき事業

面、運営体制面、制度面、技術面等の事業化に関する課題全体を体系的に分析

の上で整理を行うこと。 

なお、課題分析においては利用する車両の自動運転能力を明確化し、必要な場

合は段階的に整理すること。 

 

⑵ 実証実験による検証 

選定地域における自動運転サービスの社会実装を見据えた実証実験を行うこと。 

実証実験は、以下の記載内容に従ったうえで、選定した運行パターンに適した地区

で実施すること。実証実験では⑴－②での検討をもとに、課題及び解決方法の一部

について妥当性や有効性を検証するとともに、更なる課題抽出を行うこと。 

 

① 実証実験地域の選定と提案 

本公募への提案書作成に当たっては、以下の条件を満たす内容の提案を行う

こと。 

・ 実証地域において、将来的に移動サービスの担い手として期待される他の交

通事業者等と連携体制を組むことができること。 

・ 地域課題が明確に示されたうえで、自動運転を導入した将来の公共交通サ

ービスが具体的に提案され、導入による効果が地域の課題解決に寄与するもの

であること。 

・ 自動運転の社会実装を見据えた具体的な課題認識・方向性・スケジュール・

体制等のロードマップが具体的に示されていること。 
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・ 公共交通サービスの改善・モビリティ確保の観点から、地域固有の背景や特

殊事情によらず他の地域においても展開できる知見が得られるものであること。 

 

② 自動走行実証実験の実施 

実証実験は、自動運転システムを搭載した車両を使用し、「自動走行システム

に関する公道実証実験のためのガイドライン」（平成28年5月警察庁作成）に即

して実施する。なお、今後、自動運転走行実証実験に係る制度等が変更された場

合には、当該新制度等に即して実施する。 

 

《想定する実証実験の交通環境》 

公道（通常の交通環境下での道路）かつ下記事例を参考に他交通と共存でき

る運行であること。 

○ インフラ協調に頼らず信号及び横断歩道を渡る人を認識・判断できる 

○ 障害物（駐車車両、工事現場等）を検知・判断して自動回避ができる 

○ 設定された目的地に向け、最適な運行方法を自動で判断し、複数車線の 

車線変更や右左折を自動でできる 

③ 地域住民の理解促進・社会受容性の醸成 

一般市民等を対象にニーズや課題の把握、社会的受容性の醸成を行っていく

ため、説明の開催、自動運転車両による疑似体験モニター調査や情報発信を実

施する。 

 

⑶ 実施スケジュール 

実施期間 令和５年１０月～令和６年３月（予定） 

※準備期間を含む 

 

⑷ 実証実験及びモニター調査の成果報告書の作成 

実証実験を通じて得られた技術的な成果や課題、モニター調査の結果について

取りまとめ、分析・検討を行い、それらを成果報告書にまとめること。 

 

⑸ その他事項 

① 公道に自動運転車両を走行させるにあたり、道路使用許可等の取得に当たっ

て関係機関との協議や必要な申請を行うこと。 

② 実証調査の実施エリアまで、安全かつ経済的な車両運搬ルートを設定し、車両

保管場所を確保・運搬すること。 

③ 車両事故等に備え、準備開始から走行調査終了までの期間中、自動車損害賠

償責任保険に加え、賠償能力の確保が担保された任意保険に加入するなど、

適切な賠償能力を確保すること。 

 

３ 委託業務にあたっての留意点 

⑴ 委託事業の開催から終了までの間、本事業を統括する責任者を１名配置し、事

業実施方法や進捗状況の確認等、事業の安全かつ円滑な実施のために、定期的

に市と連絡調整を行うこと。 

⑵ 納入される成果物について、第三者が権利を有する著作物が含まれる場合に

は、該当既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わ

る一切の手続きを行うこと。 
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⑶ 受託者は、事業完了後５年間、本委託業務に係る会計帳簿及び証拠書類を市

の求めに応じていつでも閲覧に供することができるよう保存しておくこと。 

⑷ 本委託業務は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金（自動運転実証調 

査事業）を活用して実施することを想定していることから、同補助金交付要綱等に

基づき適正に処理すること。 

⑸ 上記⑴から⑷については、再委託先においても適用する。 


